
東京とどまるマンションに登録しませんか？

東京都では、災害時でも自宅での生活を継続しや
すいマンションを「東京とどまるマンション」とし
て登録し、普及を図っています。登録すると、防災
備蓄資器材の購入などの補助が受けられます。
登録には、防災マニュアルの策定と防災訓練の実

施などが必要です。登録等の支援を無料でご利用い
ただけますので、この機会に東京とどまるマンショ
ンに登録して、災害への備えを進めましょう！

とどまるマンション促進課長
「トドまるくん」

支援内容

対象

お申込みやお問合せについてはこちら

一般社団法人 東京都マンション管理士会

☎ 03－5829－9130

https://www.kanrisi.org/page-2122/

分譲マンション管理組合や賃貸マンション所有者

お申込み方法は裏面も御覧ください

分譲マンション管理組合、賃貸マンション所有者の皆様へ

支援内容 ① 防災マニュアルの策定に向けた説明
② 防災訓練計画の提案
③ 防災備蓄資器材の提案
④ 災害時連絡体制の整備に向けた提案
⑤ 東京とどまるマンション登録の申請補助
⑥ 東京とどまるマンション補助事業等の申請補助

※ 募集数には限りがあります。
申込数が募集数に達したときは、申込みを締め切ります。

※ 複数の支援項目を希望し、実施することも可能です。
※ 支援実施後に、登録制度や補助事業についてのヒアリングに

ご協力いただきます。

費用 無料



東京とどまるマンション登録等支援

【東京とどまるマンション登録等支援に関するお問合せ】

【東京とどまるマンション全般に関するお問合せ】

（一社）東京都マンション管理士会

東京都住宅政策本部民間住宅部マンション課 ☎ 03-5320-5007

申 込 先

申 込 方 法

（一社）東京都マンション管理士会 ☎ 03-5829-9130

以下のいずれかの方法でお申込みください。

ホームページ
右記の東京都マンション管理士会ＨＰから
申込手続を行ってください。

Ｆ Ａ Ｘ
下記の申込書に必要事項をご記入いただき、
ＦＡＸしてください。 03-5829-9164

https://www.kanrisi.org/page-2122/

☎ 03-5829-9130
（受付時間：平日午前10時～午後５時）

□

□

□

□

電話番号

メールアドレス

マンション名

住所

竣工年 戸数

階数

※上記項目について、すべてご記入をお願いします。

〒

ハード対策

　□ あり　　　　　　　　　□ なし　□ 不明エレベーターや給水ポンプを動かせる非常用電源設備

ソフト対策　【(1)防災マニュアルの策定と(2)～(5)のいずれかの取組で登録が可能】

申込者

連絡先

ご住所

マンション

概要

（地上）　　　　階　（地下）　　　　階

年　　 戸　　

「東京とどまるマンション登録等支援」申込書

ふりがな

申込者

属性

管理組合役員（役職：　　　　　）

賃貸マンション所有者

管理会社担当者

その他（　　　　　　）

申込者

氏名

　□ あり　　　　　　　　　□ なし　□ 不明

　□ あり　（年　　回）　　□ なし　□ 不明

　□ あり　（　　日分）　　□ なし　□ 不明

　□ あり　　　　　　　　　□ なし　□ 不明

(1)　防災マニュアルの策定

(2)　防災訓練の実施

(3)　飲料水・食料の確保

(4)　防災備蓄資器材の有無

　□ 上記のソフト対策の整備に向けた支援

　□ 登録又は補助等の申請サポート
希望する支援をチェック☑　※複数回答可

　□ あり　　　　　　　　　□ なし　□ 不明(5)　災害時連絡体制の整備


